
箱根ジオパークマスコットキャラクター「はこジ郎」の着ぐるみの 

使用に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、箱根ジオパーク推進協議会（以下「協議会」という。）が所有する箱

根ジオパークマスコットキャラクター「はこジ郎」の着ぐるみ（以下「着ぐるみ」とい

う。）の使用に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 着ぐるみの貸し出し（以下「貸し出し」という。）は、協議会の事業運営に支障の

ない場合に限り行うものとする。 

２ 貸し出しの対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

 (1) 箱根ジオパークのＰＲに関する事業 

 (2) 前号以外の県、市町村等が行う各種イベント、行事等において、着ぐるみが広く見

学者の目に触れることにより、箱根ジオパークのＰＲ効果が期待できる事業 

３ 貸し出しの対象者は、各種団体及び企業とし、原則として個人への貸し出しは行わな

い。 

４ 貸し出しの対象とする団体は、法人格の有無、公的機関、民間団体等の形態は問わな

いものとする。ただし、第２項に規定する貸し出しの対象事業を確実に実行できる規模

及び体制を有する団体とする。 

５ 前各項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの貸し出

しは行わない。 

(1) 世界ジオパークネットワークが定めるガイドライン及び箱根ジオパークの理念に

反し、又は反するおそれがある場合 

(2) 協議会の信用又は品位を害し、又は害するおそれがある場合 

(3) 自己の商標又は意匠とするなど独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合 

(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合 

(5) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解

を与え、又は与えるおそれがある場合 

(6) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのある場合 

(7) 着ぐるみを営利目的で使用するおそれのある場合 

(8) 前各号に掲げるもののほか、協議会会長（以下「会長」という。）が着ぐるみの使

用について、著しく不適当と認めた場合 

 

 （使用申請等） 

第３条 着ぐるみを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、「はこジ郎」着ぐ



るみ使用承認申請書（別紙様式第１号）（以下「使用承認申請書」という。）を会長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、使用を希望する日が属する月の３箇月前の月の１日から使

用を希望する期間の初日の 10日前までの間に行わなければならない。 

 

 （使用承認等） 

第４条 会長は、前条第２項の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内

容を審査し、使用を承認するときは、「はこジ郎」着ぐるみ使用承認（不承認）通知書（別

紙様式第２号）（以下「使用承認（不承認）通知書」という。）により申請者に通知する

ものとする。この場合において、会長は、使用条件を付すことができる。 

２ 会長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、使用承認（不承認）

通知書により申請者に通知するものとする。 

３ 同一時期に使用希望が重複した場合は、先着順とする。但し、当事者間で調整の結果、

両者の合意が得られた場合はこの限りではない。 

 

 （使用承認の期間） 

第５条 使用の承認期間は、原則として、貸出日及び返却日を含め 10日以内とする。 

 

 （使用に対する対価） 

第６条 着ぐるみの使用に対する対価は、無料とする。 

 

 （使用上の遵守事項） 

第７条 着ぐるみの使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

(1) 使用の承認を受けた内容にのみ使用し、会長が付した使用条件に従うこと。 

(2) 使用の承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(3) 貸出しに伴う搬出及び搬入は、直接使用者が行うこと。 

(4) 「はこジ郎」着ぐるみ使用マニュアルに基づき、正しく使用すること。 

(5) 着ぐるみの改変等はしないこと。 

(6) キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。 

(7) 使用者は、イベント等で着ぐるみを使用した“写真及びコメント”等を「みんな de

投稿ジオ情報！」※へ投稿すること。投稿された記事は「はこジ郎日記」として、

掲載されるので、はこジ郎の視点からのコメントも投稿すること。（※別紙参照） 

(8) 使用者は、着ぐるみを破損、汚損等した場合は、直ちに協議会に報告するとともに、

協議会の指示するところにより、使用者の責任と負担において、修理、クリーニン

グ等を行うこと。 



 （使用承認の取消し） 

第８条 会長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承

認を取り消すことができる。 

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。 

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、会長が不適当と認めるとき。 

２ 会長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に「はこジ郎」

着ぐるみ使用承認取消書（別紙様式第３号）（以下「使用承認取消書」という。）により

通知するものとする。 

３ 第１項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった

日以後、着ぐるみを使用してはならない。 

 

 （責任の制限） 

第９条 前条の規定により着ぐるみの使用承認を取り消した場合において、使用者に損害

が生じても、協議会はその責めを負わない。 

２ 着ぐるみの使用によって使用者が被害を受けた場合又は使用者が第三者に対して損害

若しくは損失を与えた場合でも、協議会は、損害賠償、損害補償その他の法律上一切の

責任を負わない。 

 

 （委任) 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 26年９月から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

投稿情報フォーム「みんな de 投稿ジオ情報！」の利用方法 

 

 会員の皆様のジオパークにつながるイベントやツアーの情報を募集して、推進協議会の

ホームページに掲載しています。（ 例：企画ツアーの開催、写真コンクールのお知らせ、

ＰＲイベントの開催 等々 ） 

 簡単に投稿できますので、皆様のＰＲ等に是非ご活用ください！！ 

  

投稿の方法は次のとおりです。 

         

①先ずは、ホームページのここを       ②必要な情報を入力して、 

 クリック！！               「確認画面へ」をクリック 

      

      

タイトル 

本文 

Index画像 

貼付画像 

③確認が完了したら投稿して

ください！例のとおり情報

が掲載されます。 

↑ホームページのトップ画面 

詳細情報掲載画面→ 

■ 掲載画面例 


